
「重点方針2019」の策定に向けた今後のスケジュールについて

４月８日 第57回男女共同参画会議
・重点方針2019の策定方針の提示

５月下旬 第58回男女共同参画会議
・重点方針2019（案）の取りまとめ

６月上旬 第８回すべての女性が輝く社会づくり本部
・重点方針2019の決定

重点方針専門調査会
において議論

（４月16日、第18回）
（４月24日、第19回）
（５月下旬、第20回）

女性に対する暴力
に関する専門調査会

において議論

（4月22日、第100回）
（5月中旬、第101回）
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